
定
例
会
最
終
日
に
は
、
平
成

年
度
一
般
会
計
の
ほ
か
、
７
つ
の

特
別
会
計
と
水
道
事
業
会
計
の
歳

入
歳
出
決
算
認
定
案
計
９
件
が
、

市
長
か
ら
追
加
提
案
さ
れ
、
８
人

の
委
員
で
構
成
す
る
決
算
特
別
委

員
会
を
設
置
し
、
付
託
の
上
、
閉

会
中
に
審
査
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。ま

た
、
本
委
員
会
は
正
副
委
員

長
の
互
選
を
行
い
、
委
員
長
及
び

副
委
員
長
を
選
出
し
ま
し
た
。
委

員
会
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

奥
西
伊
佐
男
委
員
長
（
一
新
会
）
、

水
野
恭
子
副
委
員
長
（
日
本
共
産

党
京
田
辺
市
議
会
議
員
団
）
、
上

田
毅
委
員
（
一
新
会
）
、
岡
本
茂

樹
委
員
（
一
新
会
）
、
岡
本
亮
一

委
員
（
日
本
共
産
党
京
田
辺
市
議

会
議
員
団
）
、
河
田
美
穂
委
員
（
公

明
党
）
、
小
林
喜
代
司
委
員
（
自

民
・
新
栄
会
）
、
米
澤
修
司
委
員

（
民
主
党
議
員
団
）
。

本
委
員
会
の
審
査
結
果
に
つ
い

て
は
、

月
議
会
に
お
い
て
審
査

報
告
を
行
い
、
採
決
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

平
成

年
６
月
議
会
に
お
い
て

設
置
し
た
議
会
改
革
特
別
委
員
会

は
、
現
在
ま
で
に
、
７
月
３
日
、

８
日
、
８
月

日
、

日
、
９
月

日
と

日
、

月

日
と
計
７

回
の
会
議
と
視
察
研
修
を
行
い
、

議
会
基
本
条
例
の
策
定
を
中
心
に

審
議
を
行
い
ま
し
た
。

先
の
議
会
改
革
・
活
性
化
特
別

委
員
会
は
議
員
任
期
が
満
了
し
た

こ
と
か
ら
、
ま
と
め
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ま
ず
、
そ
の

内
容
を
改
め
て
確
認
し
、
現
在
の

委
員
会
で
検
討
を
加
え
る
項
目
に

追
加
す
べ
き
か
否
か
の
抽
出
を
行

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
本
委
員
会

の
中
心
議
題
と
し
て
、
議
会
基
本

条
例
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
、
全

８
章
で
構
成
さ
れ
る
基
本
条
例
の

骨
子
を
示
し
、
こ
れ
を
中
心
に
議

論
を
進
め
て
い
ま
す
。
条
文
の
細

部
ま
で
協
議
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
条
例
の
趣
旨
を
表
す
前
文
に

お
い
て
、
今
後
の
本
市
議
会
の
あ

り
方
を
示
せ
る
よ
う
、
明
確
な
内

容
と
す
べ
き
な
ど
と
、
活
発
な
議

論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

本
委
員
会
で
は
、
市
民
の
付
託

に
応
え
、
開
か
れ
た
議
会
に
改
革

す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
現

議
員
の
任
期
中
に
議
会
基
本
条
例

を
提
案
し
、
ま
た
様
々
な
改
革
を

目
指
し
会
議
を
重
ね
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
議
会
や
議
会
改
革
に

対
す
る
皆
様
の
ご
意
見
も
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

子ども・被災者生活支援法に基づく
具体的な施策の早期実現を求める意見書

平成 年６月 日、 東京電力原子力事故により被災した子
どもをはじめとする住民などの生活を守り支えるための被災者
の生活支援等に関する施策の推進に関する法律 、いわゆる 子
ども・被災者生活支援法 が議員立法により全会一致で可決、
成立した。
同法は第１条で、本件事故により放出された放射性物質によ

る放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分解明さ
れていないことを、第２条２項で、被災者が被災地に居住する
か、避難するか、または避難した後に帰還するかについて、被
災者自身の自己決定権を認め、そのいずれを選択した場合であ
っても適切な支援を受けられることを、さらに第３条で、国が
これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的責任を負
っていることを、それぞれ定めている。
復興庁は同法に基づく 基本方針 案を公表したが、被災当

事者の意見反映や支援対象地域の指定基準の合理性、各被災者
への具体的支援策の平等性などについて、問題点が指摘されて
いる。
よって政府におかれては、 子ども・被災者生活支援法 の

趣旨にもとづく基本方針と具体的支援施策の早期実施に向け、
以下の点に取り組まれるよう強く要望する。

記
１ 支援法の周知及び基本方針案についての公聴会の開催や、

住民・避難者へのヒアリング、被災当事者・支援者との協
議などの措置を早急に行うこと。

２ 同法第８条１項に定める支援対象地域設定のための 一定
の基準 について、合理的・科学的な基準を明らかにし、
その基準に該当する地域をもれなく支援対象地域とするこ
と。

３ 次に掲げる支援等施策の実施とそのための財源確保等を行
うこと。

（１） 被災地の土壌の放射性物質の実測メッシュ調査に基づ
く汚染マップの作成と公開。

（２） 子どもたちへの宿泊移動教室や長期休暇時のリフレッ
シュ保養の制度化など、身体的及び心的ストレスへのケ
アやサポート体制を整備すること。

（３） 避難に伴う引越し費用補助、住宅提供期間の延長、母
子避難に伴う託児施設の確保や移動先における就業支援
の促進など、避難を希望する被災者及び避難を選択した
被災者への生活再建のための具体的支援策を進めること。

（４） 支援対象地域の全被災者への健康管理手帳の交付、定
期的な健康診断、国の責任において小児甲状腺がん等の
早期発見・早期治療の実施、医療費負担の減免、これら
の検査・医療体制の確立に向けた地方自治体への財政
援助を行うこと。

月８日に、埼玉県久喜市に議場放送最新機器の効
果と本議会のインターネット中継について視察を行い
ました。久喜市は埼玉県の東北部に位置し、平成 年
３月に１市３町が合併した新しいまちで、人口は約
万６千人のまちです。
久喜市では、庁

舎の老朽化などか
ら、 年２月にイ
ンターネット中継
と音響設備の更新
が行われました。
その結果、市長な
ど市側説明員がそ
れまで、演壇で行
われていた答弁が
自席で行われることになり、議会進行の効率化が図ら
れたことや安定した録音環境になったとのことでした。
また、インターネット中継による閲覧数は、導入月の
２月では 件、翌３月には 件、６月には 件
のライブでの閲覧があり、録画では２月に 件、３
月に 件、６月には 件あったということです。
月９日には、埼玉県春日部市において、現在本市

議会が進めている議会改革の検討のうち、議会基本条
例の策定について研修しました。春日部市は埼玉県の
東部に位置し、人口は約 万人で、都心から約 と
いう立地から、首都圏の交通の要衝となっているまち
です。春日部市は、合併による市町間の議会運営の違
いや一挙に増えた議員数問題などから、議会改革を加
速させ、 年４月に議会基本条例が制定されました。
春日部市の議会基本条例に込められた特別な決意の

なかには、参加者が少ないと言われる議会報告会を繰
り返し行うことで、市民の理解を得、市民と議会を近
づけていこうという思いや、会議中の答弁において市
側から議員に対する反問権を認めることで、質疑応答
の際の質の向上を図っていこうという思いを込めて策
定されたということでした。２日間を通じ、有意義な
研修となりました。

政務調査費とは、京田辺市議会議員の市政調査研究に資するため必要な経費の一部として、会派及び会
派に所属しない議員（無会派議員）に対して交付されます。交付金額は、会派の場合、年度初日における会
派所属議員数×年額 万円、無会派議員の場合、年度初日に在職する無会派議員一人年額 万円です。

支出科目使途基準
研究研修費：研修会を開催するため又は他の団体の開催する研修会に参加するために要する経費（出席者

負担金・会費、交通費等）
調 査 旅 費：調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費（交通費、旅費、宿泊費等）
資料作成費：調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費（印刷製本代、翻訳料等）
資料購入費：調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広 報 費：調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告、 するために要する経費（広

報紙、報告書印刷費、送料等）
公 聴 費：市民から市政及び政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費（会場費、

印刷費等）
人 件 費：調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事 務 所 費：調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費（事務所の賃借料、維持管理費、

備品等）
その他の経費：上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費

年（平成 年） 月 日


